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山形市立第八中学校 
 
１ 事前の情報共有等について 

学校は、緊急事態発生時の校内組織等を活用し、発生時の学校等の対応について十分に情
報共有し、周知徹底を図るとともに、職員の役割分担、保護者への連絡体制等を明確にして
おく。 
 

２ 発生時の学校等の対応について 
 
（１）感染が判明した場合 
 
   学校の対応  

＜初動対応＞ 
❶ 学校は、児童生徒の感染が判明した場合、すみやかに市教育委員会及び学校医に報告す
るとともに、当該児童生徒の「出席停止」を指示する。また、保健所の助言を受け、全て
の児童生徒への説明、保護者への連絡を行ったうえで、一時的に学校を閉鎖するとともに、
当該児童生徒の行動状況を踏まえた校内消毒等の対策を講じる。 
               （校内消毒方法については保健所の指示のもと実施） 

 
❷ 学校は、保健所の疫学調査（当該感染者の症状の有無、学校内における活動の態様、接
触者の多寡等）に協力する。 

 
❸ 学校は、疫学調査結果を踏まえた市教育委員会の指示により、「学校の全部又は一部の臨 
時休業」を実施する。 
 

❹ 学校は、保健所の助言により、児童生徒・保護者への説明（必要に応じ、一斉メール・
文書配布等又は説明会開催）を行い、理解と協力を求める。 

 
 

  ＜出席停止等の報告＞ 
❺ 学校は、出席停止や臨時休業の措置について、様式２－１及び様式４を作成し、市教育
委員会へ報告を行う。 

 
＜学校の再開＞ 
❻ 学校の再開については、市教育委員会の指示により行う。再開後は、基本的な感染症防 
止対策及び児童生徒の健康観察の徹底などの必要な対策を講じる。 

 
（２）感染者の濃厚接触者と特定された場合 
 
  ＜初動対応＞ 

① 学校は、児童生徒が感染者の濃厚接触者にあたると特定された場合は、すみやかに市教
育委員会、保健所、学校医に報告を行う。市教育委員会は、県教育委員会に報告する。ま
た、保健所の助言を受け、必要に応じ、全ての児童生徒に説明し、保護者へ連絡の上、一
時的に学校を閉鎖するとともに、当該児童生徒の行動状況を踏まえた校内消毒等の対策
を講じる。 

② 学校は、当該児童生徒について、感染者と最後に濃厚接触した日から２週間の健康観      
 察と自宅待機（出席停止）を行う。 
③ 学校は、保健所の助言により、必要に応じ、児童生徒・保護者への説明（一斉メール・

文書配布等又は説明会開催）を行い、理解と協力を求める。 
 
 
 



＜出席停止の報告＞ 
④ 学校は、出席停止の措置について、様式２－１を作成し、市教育委員会に報告すること。
市教育委員会は、県教育委員会（教育事務所）及び保健所に報告を行う。 

 
＜学校の閉鎖解除後の対応＞ 
⑤ 閉鎖解除後、学校は、基本的な感染防止対策を再開するとともに、児童生徒の健康観察
の徹底や連絡体制の確認などを行う。 

 
（３）PCR検査受検の対象者と判断された場合 
  ＜初動対応＞ 

 学校は、当該児童生徒を自宅待機（出席停止）とするとともに、学校がクラスターと 
ならないよう、㋐こまめな換気、㋑十分に児童生徒間の間隔をとる、㋒近距離での会話を 
避けるなど感染リスクが高まる３つの条件を十分考慮し、活動内容に対応した感染防止   
対策を講じた上で、学校教育活動を行う。 
 

＜出席停止の報告＞ 
   学校は、出席停止の措置について、様式２－１を作成し、市教育委員会へ報告を行う。

市教育委員会は、県教育委員会（教育事務所）、保健所に報告する。 
 
（４）その他 
   ① 市教育委員会は、児童生徒の感染発生による臨時休業以外の場合（※）において、臨時 

休業を行う場合は、臨時休業の措置を決定する前に、速やかに県教育委員会（教育事務所） 
に報告する。※（例）近隣の学校で感染者が判明した場合等 
 

   ② 学校は、感染拡大地域から帰県した児童生徒について、帰県した日の翌日から起算し 
て２週間を経過するまでは、または、２週間以内に感染拡大地域からの来県者と濃厚接触 
している児童生徒については、欠席扱いとせず出席停止とする。学校は、該当者がいる場 
合には、市教育委員会にＦＡＸにて報告を行う。また、市教育委員会は県教育委員会（教 
育事務所）に電話にて報告を行う。 
 


